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○ 補助事業の開始について（P３）(要綱第９条)
補助事業に必要な機械装置等の発注や売買契約の締結(仮契約等含む) は、交付決定日以降になります。

○ 補助事業の内容等の変更について（P８）（要綱第１０条）
補助事業の目的や効果に影響する変更や、補助対象経費が２０％以上減少する場合には、知事の承認が必要
になります。変更承認申請書（様式第２号）を提出してください。

○ 補助対象経費に自社製品の調達等がある場合
補助事業の実績額に含まれる補助事業者の利益相当分を控除してください。

○ 事業遂行状況報告書の提出について（P８）（要綱第１４条１項）
提出期限：令和６年１２月１０日（火）まで

→遂行状況報告書（様式第４号）及び添付書類を提出してください。

○ 実績報告書の提出について（P８）（要綱第１５条１項）
提出期限：補助事業の完了日から起算して３０日以内の日まで

令和７年２月２８日（金）まで

→実績報告書（様式第５号）及び添付書類を提出してください。
※事業の完了日とは…導入設備の試運転及び導入設備に関する一切の支払が完了（手形による支払

の場合は手形の決済完了）した日のこと

○ 補助事業の経理について
補助事業の経理は、補助対象外の事業の経理と分けてください。補助事業の契約、請求及び支払に関する

証憑書類により補助対象経費が確認できない場合は、補助事業の対象とはなりません。

○ 補助事業完了後の経過報告について（P８）（要綱第２２条２項）
提出期限：補助事業完了年度の翌々年度の４月末日まで

→経過報告書（様式第１０号）を提出してください。
※経過報告書の提出があった後、必要と認められるときは、その後の事業経過についても報告を求め、現地

調査を行う場合があります。

○ 補助事業により取得した財産等の管理について（P１０）（要綱第２０条）
補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って

その適正な運用を図ってください。取得財産等の法定耐用年数の期間内に当該取得財産等を処分※する場合は
知事の承認が必要になりますので財産処分承認申請書（様式第７号）を提出してください。

※補助金の交付の目的に反して転用、譲渡、交換、貸付、取壊し、廃棄又は担保等に供することをいう。
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１ はじめに

２ 全般的事項

宮城県新エネルギー等環境関連設備開発支援事業（以下「補助事業」という。）は、規則、要綱(※)等に定める
事項にしたがって、適正に実施することが求められます。従って、実績報告等において補助事業の適正な実施が確認で
きない場合には、補助事業の対象とならない場合があります。また、経費の虚偽申告、過大請求等による補助金の受
給等の不正行為が判明した場合には、交付決定の取消し、補助金の全部又は一部の返還命令はもとより、不正内容
の公表、刑事告訴等の対象となる場合があります。

※この資料において、「規則」及び「要綱」とは、それぞれ以下のものをいいます。
規則：補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号）
要綱：宮城県新エネルギー等環境関連設備開発支援事業補助金交付要綱（令和６年４月１日施行）

いずれか早い日
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○ 補助事業の流れ
今後の一般的な補助事業の流れは、次のとおりです。

○ 補助対象経費
補助対象経費は以下のとおりです。

経費区分 対象経費

機械装置費 機械装置の購入，試作・製作，改良，据付け，借用又は修繕に直接必要な経費

構築物費
構築物の購入，建造，改良，据付け，借用又は修繕に直接必要な経費
（構築物は補助事業に必要不可欠で，補助の対象として適切なプレハブ等の簡易なものに限

る）

原材料費 原材料費及び副資材の購入に直接必要な経費

工具器具費 工具器具の購入，試作・製作，改良，据付け，借用及び修繕に直接必要な経費

外注費 分析，加工及び設計等の請負外注に直接必要な経費

技術導入費 外部からの技術指導や知的財産権等の導入に直接必要な経費

共同開発費 大学，研究機関，事業者等と共同で研究・開発を行う場合に直接必要な経費

旅費 補助事業の実施に必要な知識，情報，意見等の収集のための調査に直接必要な旅費

委託費 調査・分析委託費，意匠開発委託費

諸経費
補助事業の実施に直接必要な光熱水料，会議費，委員会費，通信料，借料，図書資料費、
運送費等

その他経費 知事が特に必要かつ適切と認める経費

（留意事項）
○大学，研究機関，事業者等と共同で研究開発を行う場合には，共同研究に関する委託契約を締結しなければな

りません。（奨学寄付金によるものは対象外です。）

○補助事業の実施に直接必要でない経費（消費税及び地方消費税，振込手数料，土地取得・賃借料，申請書
作成費，各種届出に要する経費等）は補助対象外です。



①見積書の徴収
補助事業として支出する経費は、全て発注前に見積書を徴収する必要があります。申請時に提出いただいた見積書

でも構いませんが、発注時に有効な見積書であることを確認してください。

②発注
見積書の徴収により、適正な価格であることを確認出来たら、書面（発注書）により、業者に発注します。

③契約書・発注請書
間違いの無い履行を担保するため、下記の項目の記載のある契約書により契約を締結するか、受注業者から発注
請書を徴収します。

④納品
納品を受ける際には、必ず納品書を受注業者から徴収してください。

⑤検収
仕様書通りの設備が納品されていることを確認し、納品業者へ提出する検収書とは別に、検収確認調書を作成して

ください。検収確認調書には、検収日・検査内容・検査結果を記載し、検収担当者が押印してください。

⑥請求
⑤の検収結果が合格であった場合、請求書により請求を受けます。

事業の着手は、「補助金交付決定通知書」の日付以降になります。交付決定以前に着手した事業については、交付の対
象外となりますので、ご注意ください。
なお、事業の交付決定は、補助金の支払いを確約するものではありません。補助金額の確定及びその支払いを受けるため

には、事業の適正な履行及びそれが反映された実績報告書を2月末日、または事業完了から30日以内のいずれか早い日ま
でに提出いただくことが必要です。

※事業の着手とは、補助対象事業に係る工事等の契約(仮契約等を含む)を締結することを指します。

（１） 補助事業の開始

A：経費の支出
経費の支出は、原則として以下の流れにより実施してください。
なお、業務委託を行う場合も同様の流れとなります。

①見積書徴収 → ②発注 → ③契約書・発注請書等締結 → ④納品 → ⑤検収 → ⑥請求 → ⑦支払

 機械装置の購入や構築物の建造等をする場合には、実績報告書の添付書類として、「設備等設置に当たっ
ての作業内容を証明する書類（設置工事前後の写真）」、「納品時の設備等の仕様書」が必要になります
ので、あらかじめ契約書にこれらの書類を納品物として含めておくことをおすすめします。

３ 事業の流れ

【仕様書に含めるべき項目（例：機械装置費の場合）】
設備の名称／設備の規格・形式・数量／設備の設置場所／納期

【契約書に含めるべき項目（例）】
契約の目的／契約金額／履行期限（契約期間）／契約保証金に関する事項／契約履行の場所／
契約代金の支払又は受領の時期及び方法／監督及び検査／履行の遅滞その他債務の不履行の場合
における遅滞利息、違約金その他の損害／危険負担／かし担保／契約に関する紛争の解決方法／その
他の必要事項

【検査内容（例：機械装置の場合）】
設備の規格・形式・数量／設備の動作／納品物の過不足の確認

 機械装置の購入や構築物の建造等の際には、希望する性能や納期等を正確に相手方へ伝えるためにも、
見積書の徴収に際しては、見積仕様書を作成することをおすすめします。
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（２） 事業の実施



⑦支払い
銀行振込を原則とし、自社名義の口座から口座振り込みでお支払いください。支払いの事実を証明できるもの（金

融機関の払込金受取書等）は保管・整理してください。また、支払先からは、必ず領収書を受領してください。

B：設備等設置工事の記録＋実績報告書添付資料写真
設備等（構築物・機械装置）の設置にあたっては、実績報告書の添付書類「設備等設置に当たっての作業内容
を証明する書類」として施工写真が必要となるため、以下に記載するポイントを踏まえたうえ、写真を撮影しながら
進めてください。

○工事開始から完了までの工程がわかる写真が必要になりますので、着工前に施工業者と打合せしておくことをおすすめ
します。

【撮影方法とポイント】
○「日付」と「撮影内容」を記載したボード等を文字が判読できるよう、撮影対象とともに写してください。

① 設置前の場所の写真
・設置前の設置予定場所を撮影してください。

② 設置中の写真
・各作業工程で「撮影日」と「撮影対象設備名」、「作業内容」を記載したボード等を撮影対象とともに撮影してくださ
い。

・設置工事後に銘板が隠れる、高所設置等により視認が困難になる場合等は、この時点で銘板が確認できる写真を
撮影してください。

・専用建屋等の現場組立を要する物は、必要に応じて材料や部材が分かる写真を撮影してください。

③ 設置後の写真
・前後左右から複数枚の写真を撮影してください。また、付帯設備についても、同様に撮影します。
※完成検査時に設計図面等と照合を行いますので、各設備の形状の詳細が確認できるように、角度や距離を変

えて複数枚の写真を撮影してください。
・型番、製造番号、製造年月等が確認可能な銘板等を撮影してください。
※補助申請、発注内容どおりの機器であるかもあわせて確認してください。
※写真で文字や数字が確認出来るよう鮮明に撮影をお願いします。

・補助対象とした設備機器については全て写真を撮影してください。
(同一製品を多数導入する場合は、銘板等は１台を記録し、その他の機器については、導入台数が確認できる内
容で写真記録してください)

・同一製品の設備を複数設置した場合は、設備毎にシール等により通し番号を表示させた上で撮影する。又は、通
し番号等を表示したボード等と共に撮影し、補助対象設備を個別に特定できるようにしてください。

・銘板をアップで撮影した写真の他に、銘板の取り付け位置が確認可能な画角の写真も併せて撮影します。

《施工前》 写真記録の凡例
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写真記録の凡例《施工中》
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《施工後》
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補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分（工事を含む。）がある場合、
補助事業の実績額の中に含まれる補助事業者の利益相当分を次のように取り扱うこととします。

①利益相当分対象となる調達先
補助事業者が以下の１）～３）の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわゆ

る下請会社の場合も含む）は、利益等排除の対象となる。利益等排除の対象範囲には、財務諸表等の用語様
式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）第８条で定義されている親会社、子会社、関
連会社及び関係会社である。

１）補助事業者自身 ２）100％同一の資本に属するグループ企業 ３）補助事業者の関係会社（２を除く）

②補助対象経費の取扱い
１）補助事業者の自社調達の場合

原価をもって補助対象経費とする。この場合の原価とは、当該調達品の「製造原価」をいう。

２）100％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とする。

これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する売
上総利益の割合（以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は０とする）をもって取引価
格から利益相当額を除く。

３）補助事業者の関係会社（２を除く）からの調達の場合
取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明で

きる場合、取引価格をもって補助対象経費とする。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告
（単独の損益計算書）における売上高に対する営業利益の割合（以下「営業利益率」といい、営業利益率が
マイナスの場合は０とする）をもって取引価格から利益相当額を除く。

※「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることを証明する
資料を別途用意し、提出すること。

C：経費の取扱及び出納関係書類の管理

①経費の取扱い
補助事業の経費を他の事業と明確に分けて整理・管理するため、可能な限り、補助事業専用の管理簿や口座

を準備してください。また、補助対象経費は単独で支払うとともに、原則として銀行振込で行ってください（振込手数
料は補助の対象外です）。

 小切手・手形での支払いの場合は、回し手形（裏書譲渡された手形）の使用は出来ませんので、ご注意く
ださい。また、必ず事業期間内に振出・支払いされるように設定してください。

 実績報告書の添付書類に必要になりますので、支払いの事実を証明する書類を保管してください。
 インターネットバンキングで支払いを行った場合は、購入先の振込先情報（金融機関名、支店名、科目、口

座番号）を明記した請求書もしくは、振込先情報を明記した文書（購入先から発行されたもの）をご準備く
ださい。

D：自社製品等の調達について

②出納関係書類の管理
「A:経費の支出」で取得した見積書等の出納関係書類については、実績報告書提出時に証憑書類として添付しま

すので、補助事業用のフォルダに綴る等、適切に管理してください。
なお、実績報告書別紙３には、全ての証憑書類の日付けや金額等を整理して記載することになりますので、

証憑書類を入手した都度、別紙３に記載することをお勧めします。

７



令和７年度から令和９年度までの各年度における事業の経過状況等について、翌年度４月末日までに補助事
業経過報告書（様式第１１号）によって報告してください。
なお、必要と認められるときは、その後の事業経過についても、同報告書の提出を求め、現地調査を行うことが
あります。

【確認事項】
● 補助事業に係る出納関係書類（見積書、契約書、請求書及び領収書等）の原本確認

※出納関係書類は、完成検査の際に速やかに確認できるよう、別にこれらの原本を編綴・保管してくだ
さい。

● 導入した設備の現物及び稼働状況の確認
※設備の型番を確認しますので、あらかじめ各設備の型式表示箇所について確認してください。

● インターネットバンキングで支払いを行った場合は、インターネットバンキングweb画面上にログインしていただ
き、 振込内容と購入先から発行された書面（請求書等）に記載されている振込先情報との対応関係を
確認いたします。

（６） 完成検査

事業実績報告書の提出後は、環境政策課担当者が、提出書類や設置設備を実地確認します。この確認を
行い、実施した事業の内容が適正と認めたうえで、実際に支払う補助金の額を確定します。
なお、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を交付します。
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補助対象事業の実施中に、内容の変更がある場合は、事前に環境政策課担当にご相談願います。特に、以下の
ような場合には、計画変更承認申請（様式第２号）を提出し、知事の承認を受ける必要があります。
なお、著しい変更の場合は、交付決定を取り消すことがあります。

（４） 事業遂行状況報告書の提出

補助対象事業の進捗状況について、令和６年１１月末日現在の状況を、令和６年１２月１０日（火）まで
に、遂行状況報告書（様式第４号）で報告してください。

【変更承認が必要な場合】
・ 事業実施予定期間内に事業完了が困難なとき
・ 補助対象経費の総額が２０％以上減少するとき
・ 補助事業の目的や効果に影響する仕様等の変更

【添付書類】
・ 進捗状況書（別紙１）
・ 当初計画との進捗状況比較表（別紙２）
・ その他関係資料（遂行状況を立証する資料等）
→実績報告書の添付書類のうち、遂行状況報告書提出時点で既に揃っている資料を添付してください。
（例）見積書、契約書・発注請書等

補助対象事業が完了したら、実績報告書（様式第５号）を提出してください。実績報告書の提出期限は、
令和７年２月２８日（金）又は事業完了の日から３０日を経過した日のうち早い日が提出期限です。
なお、補助事業が単年度（補助金交付年度）内に完了しない場合、原則として、補助金をお支払いできま
せん。
→１１ページに実績報告書の記載について、解説を掲載しています。

（５） 実績報告書の提出

● 事業の完了とは、以下を全て満たした状態を指します。
・ 補助事業に係る設備の導入及び関連する工事が全て完了し、設備の継続的な稼働が可能であること
・ 補助事業に係る代金の支払いが完了すること
・ 設備導入と、設備を用いた事業を実施するに当たっての、関連法令上の手続きが完了すること
・ 研究開発等事業については、予定していた調査等が全て完了すること

（３） 補助事業の内容等の変更

（７） 補助事業完了後の経過報告



４ 令和６年度実施スケジュール

年間予定 時期など 県 書類等 申請者

公募開始

公募締切

交付決定

事業の実施

遂行状況報告

実績報告

完成検査

補助金支払

経過報告

４月1日（月）

5月31日（金）

7月2日（火）

7月 日（ ）

12月10日（火)

公募の告知

相談受付・対応 事前相談

※参考見積書等の
提出書類の準備

交付申請書

※様式第１号

書類審査

受理

審査会開催 ヒアリングの実施

交付決定の通知

交付決定通知書

見積、契約、
発注、着工等

★重要★
交付決定後

変更承認申請書

中止承認申請書

※様式第２号

※様式第３号

（必要に応じて提出）

遂行状況報告書状況の確認

実績報告書

※様式第４号

※様式第５号

実績報告受付
事業完了後30日以内、
または令和7年2月28日の
いずれか早い方

完成検査
出納関係書類
原本・現場確認

確定通知書 確定金額の確認

補助金支払

財産処分承認申請書 財産処分事由発生

返還等事由発生

承認・不承認の
決定等

補助金返還請求

事業経過報告書 製品化の進捗状況事業効果の確認

※様式第７号

※様式第１０号

申請書作成
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補助事業完了の翌々年度の
4月末

（必要に応じ３年間延長）



（１） 交付決定の取消し

交付決定の際に知事が定めた日（実績報告書の提出期限）までに事業に着手せず、または事業が完了しなかっ
た場合や、事業の着手若しくは完了が困難と認められるときは、交付決定を取り消すことがあります。
また、交付決定を受けた事業者が、環境関係法令に違反し、これらの法令に基づく処罰または命令その他不利益
処分等を受けたときは、交付決定を取り消すことがあります。

（３） 交付決定事業の中止（廃止）

交付決定事業を中止または廃止する場合は、中止（廃止）承認申請書（様式第３号）の提出が必要になりま
す。中止又は廃止しようとする場合は、速やかに環境政策課担当者に相談し、理由書も含め、関係書類を添えて提
出してください。

（４） 補助事業により取得した財産等の管理

・ 補助事業により取得した財産または効用の増加した財産については、補助事業の終了後も善良なる管理者の
注意を持って管理し、補助金交付の目的に沿った効果的な運用に努めてください。

・ 補助金交付後、取得した財産の利用を中止した場合には、補助金の返還を求めることがあります。
・ 取得した財産等については、管理台帳を備え、適切に管理してください。
・ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める減価償却期間が経
過する前に財産を処分（売却、取り壊し、補助事業の目的以外での使用など）を行うときは、事前に知事
の承認を受けなければなりません。

５ 事業実施上の留意事項

（５） 事業者の責務

・ 補助事業完了の翌年度から３年間の内の事業の経過状況を、各４月末までに知事に報告しなければなりません。
・ 補助事業で取得した財産に、その旨を表示しなければなりません。
・ 補助事業による設備導入の事例紹介など、県の行う取組への協力をお願いすることがあります。

（２） 補助金の支払いが出来ない場合

完成検査において、補助事業が交付決定の内容どおり適正に実施されたか確認できない場合は、補助金の交付
が出来ない場合がありますので、ご注意ください。

【適正に実施されたと確認できない事例】
 実施された事業内容が、事業計画と明らかに異なる場合
 証憑書類の原本を確認できない場合
 補助事業と他の支払いを区別しておらず、補助対象経費単独の支払いが確認できない場合
 機械装置や構築物の現物確認ができない場合
 実績報告書の不備が是正されない場合
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６ 実績報告書の作成について

要綱様式第５号の「宮城県新エネルギー等環境関連設備開発支援事業費補助金実績報告書」は、以下の点に留意し
て作成願います。提出に当たっては、１４ページ目のチェックリストを活用して、添付洩れ等がないようにしてください。

（１）事業実績書（別紙１）

・ 補助金交付申請書「別紙１ 事業計画書」に準拠して記入してください。
・ 「事業の実施経過」の欄には、補助金交付決定以降の設備導入や研究開発について、時系列順に、実施した

事業の内容を記入してください。なお、別紙にまとめて記入いただいても構いません。
・ 「事業の成果及び今後の見通し」の欄には、設備の導入や研究開発の結果を踏まえ、産業廃棄物に係る課題の

解決状況や事業展開の方向性を記入してください。

実績報告書

（３）支出明細書（別紙３）

・ 交付申請時に提出した支出明細書を基に、それぞれの項目に対して実績を赤矢印で記入してください。
・ 支出明細書には、入手した全ての証憑の日付け等を記載してください。また、個々の経費支出毎に、一連の証憑書
類の右上には「通し番号」を記入してください。

（２）収支決算書（別紙２）
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○１ページ目

・ 日付は、提出日を記入いただくこととなります。提出の際に記入していただければ構いませんので、空欄のままお持ち
ください（郵送の場合は、発送日を記入ください）。

・ 担当者職氏名の欄については、環境政策課担当から連絡した際の窓口となる方について、記入ください。
・ 交付決定通知書に記載されている交付決定日と指令番号を記入いただく箇所がありますので、交付決定通知書
は大切に保管してください。

○２ページ目
・ 「２ 交付決定額」は、交付決定通知書に記載されている金額を記入してください。
・ 「３ 補助対象実績事業費」は、交付申請時に補助対象とした事業の経費について、実際に支払った金額を記

入してください。
・ 「４ 振込口座」の口座名義人には、振り仮名の記入をお願いします。

【通し番号例】 経費区分が原材料費であれば「原」、委託費であれば「委」などの分類記号と、支出毎の通し番号を記入

原材料Aの証憑書類 原材料Bの証憑書類 委託業務Aの証憑書類

・ 事業に要する経費は、総事業費を税込みで記載してください。
・ 補助対象実績経費は、税抜きで記載してください。
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（４）補助事業の契約に係る証憑書類の写し

イ～ハ、ホ、ヘの証憑書類（見積書、契約書・発注請書、納品書、請求書、領収書、振込依頼書）
以下の項目を確認してください。（技術指導又は共同研究開発に係る費用も同様です。）

 日付が記入されているか？
 日付は交付決定以降のものであるか？また、見積書から領収書までの日付は整合性がとれているか？

※交付申請資料に添付した「参考見積書」では受理できません。
 契約書と領収書には押印と印紙が貼られているか？

ニ 検収確認調書
納品業者へ提出するものとは別に、検収結果を書面で保管してください。
以下の項目を確認してください。（技術指導又は共同研究開発に係る費用も同様です。）

 日付が記入されているか？
 検収担当者の押印はあるか？
 契約した設備が適正に納品されたことを確認しているか？



１

（参考）実績報告書のファイリングの例

令
和
○
年
度

○
○
事
業
実
績
報
告
書

• 全ての書類には穴を開け、直接ファイリングしてください。
• 提出書類は片面印刷としてください。
• インデックスをつけるなどして該当箇所がわかるようにしてください。
• 申請者は提出書類全ての写しをとって控え書類を作成して保管してください。

固
定
資
産
台
帳
の
写
し

イ
～
ト
以
外
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

請
求
書

納
品
書

検
収
確
認
調
書

令和○年度
○○事業実績報告書

収
支
決
算
書

事
業
実
績
書

見
積
書

契
約
書

領
収
書

Ａ４判・２穴タイプ

交付要綱別表６に定める添付書類
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（４）補助事業の契約に係る証憑書類の写し（別紙４）

ハ 設計図面一式
構築物の場合は概要が分かる設計図面、機械装置の場合は性能等が分かる仕様書を添付してください。

チ 上記イからトの書類以外で必要と認められる資料
購入した構築物や機械装置について、複数の角度から撮影した外観が分かる写真を添付してください。設置に当た

り、工事を伴った場合は、施工前、施工中、施工後の写真も添付してください。
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実績報告書提出物チェックリスト

資料名 チェック欄

実績報告書（様式第５号）

(1)事業実績書（別紙１）

(2)収支決算書（別紙２）

(3)支出明細書（別紙３）

(4)補助事業の契約に係る証憑類の写し

イ 見積書（原本の写し）

ロ 契約書（原本の写し）

ハ 納品書（原本の写し）

ニ 検収確認調書（原本の写し）

ホ 請求書（原本の写し）

ヘ 領収書又は振込依頼書（原本の写し）

ト 会社の振込口座（表紙及び振込を証する部分）（原本の写し）

(5)補助金振込先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し（申請者と同一の口座名義人で
あって，振込口座番号及び取扱店舗名が確認できるもの）

(6)その他知事が必要と認める資料

イ 試作品等の写真

ロ 消耗品等の写真（納品時）

ハ 設計図面一式

ニ 本事業実施に伴い取得した各種関係法令の許可書（原本の写し）

ホ 本事業実施に当たって関係機関に提出した各種届出，受理書（原本の写し）

ヘ その他，本事業実施に当たって関係者と交わした契約書類（原本の写し）

ト 取得財産等が資産登録されている，又は登録予定であることが確認できるもの（固定資
産台帳の写し等）

チ 上記イからトの書類以外で必要と認められる資料

・機械装置、構築物の写真


